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告 示■

◎群馬県告示第１７号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林の指定を解除

する予定である旨の通知があった。

令和４年１月２１日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 解除予定保安林の所在場所 利根郡みなかみ町粟沢字道上２０２の２、字ヒカゲ４３８の３

２ 保安林として指定された目的 水源の涵養
かん

３ 解除の理由 道路用地とするため

◎群馬県告示第１８号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林の指定を解除

する予定である旨の通知があった。

令和４年１月２１日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 解除予定保安林の所在場所 利根郡みなかみ町藤原字宝台樹９１５の３８

２ 保安林として指定された目的 水源の涵養
かん

３ 解除の理由 指定理由の消滅

◎群馬県告示第１９号

家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第１３条第１項の規定により、次のとおり家畜伝染病の疑似患

畜の発生について届出があった。

令和４年１月２１日

群馬県知事 山 本 一 太

病名 畜種 発生頭数 発生年月日 発生場所
患畜又は疑似
患畜の区分

豚熱 豚 疑似患畜 ２０頭 令和３年１２月２５日 高崎市

豚熱 豚 疑似患畜 １１頭 令和３年１２月２５日 伊勢崎市

◎群馬県告示第２０号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。
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なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県桐生土木事務所において

一般の縦覧に供する。

令和４年１月２１日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の 変更の 敷地の幅員 延 長
路線名 区 間

種 類 前後別 メートル メートル

県道 梨木香林線 桐生市新里町武井字薬師東１８４番の 前 １１．０～２２．３ ３６１．７
１地先から同市新里町野字蛭川６１番
の１地先まで 後 １１．０～１８．３ ３６１．７

◎群馬県告示第２１号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県桐生土木事務所において

一般の縦覧に供する。

令和４年１月２１日

群馬県知事 山 本 一 太

路線名 区 間 供用開始の期日道路の
種 類

県道 梨木香林線 桐生市新里町武井字前田下１３９番地先から同市新里町 令和４年１月２１日
野字蛭川５１番の１地先まで

公 告■

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により次のとおり土地改良区役員の就任及び

退任の届出があったので、同条第１８項の規定により公告する。

令和４年１月２１日

群馬県知事 山 本 一 太

理 事
土地改良区名 監 事 区 分 役 員 氏 名 住 所

の 別

理 事 新 任 髙橋勝 館林市美園町２２番４６号下江黒

同 退 任 高橋直樹 同 加法師町９番６号加法師コーポ富士－２０
１

選挙管理委員会告示■
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◎群馬県選挙管理委員会告示第１号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により届出のあった政治団体の名称等は、次

のとおりである。

令和４年１月２１日

群馬県選挙管理委員会委員長 宮 下 智 滿

１ 政党の支部

国会議員関係政治団体以外の政党の支部

会計責任者の
主 た る 事 務 所 の 所 在 地代表者の氏名

氏 名
政 治 団 体 の 名 称

１以上の市町村等の区域を
届 出 年 月 日

単位として設けられる支部

自由民主党群馬県北群馬郡第二支部 大林裕子 柴崎尚長 北群馬郡吉岡町小倉９１

○ 令和３年１２月６日

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

国会議員関係政治団体以外の政治団体

会計責任者の
主 た る 事 務 所 の 所 在 地代表者の氏名

氏 名
政 治 団 体 の 名 称

届 出 年 月 日

飯島一志後援会 飯島一志 見村富男 館林市大島町１５３６

令和３年１２月８日

◎群馬県選挙管理委員会告示第２号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号。以下「法」という。）第７条第１項の規定により届出のあった政

治団体の異動事項は、次のとおりである。

令和４年１月２１日

群馬県選挙管理委員会委員長 宮 下 智 滿

１ 政党の支部

政治団体の名称 異動事項 新 旧 異動年月日

自由民主党北橘支部 会計責任者の 下田彰一 根井環 令和３年
氏名 １２月２日

自由民主党群馬県電気通信 主たる事務所 佐波郡玉村町上新田６７ 高崎市上豊岡町５６２－ 令和３年
支部 の所在地 ７－１６ ３ １２月２１日

立憲民主党群馬県総支部連 代表者の氏名 後藤克己 長谷川嘉一 令和３年
合会 １２月１８日
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会計責任者の 高柳勝巳 後藤克己 令和３年
氏名 １２月１８日

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政治団体の名称 異動事項 新 旧 異動年月日

青木貴俊後援会 主たる事務所 藤岡市藤岡１２７１－１ 藤岡市藤岡２００ 令和３年
の所在地 ０ １２月１０日

代表者の氏名 青木貴俊 西條邦信 令和３年
１２月１０日

会計責任者の 青木貴俊 青木毅 令和３年
氏名 １２月１０日

多田稔を育てる会 代表者の氏名 新井典明 正田稔 令和３年
１２月５日

東京電力労働組合政治連盟 代表者の氏名 新井淳一 栁澤亮 令和３年
群馬県支部 ６月１４日

中沢秀平後援会 主たる事務所 藤岡市藤岡１２０９－９ 藤岡市中大塚４０１－１ 令和３年
の所在地 ２ １２月１９日

代表者の氏名 渡辺徳治 松本潔 令和３年
１２月１９日

萩原勝喜後援会 国会議員関係 法第十九条の七第一項第 国会議員関係政治団体以 令和３年
政治団体の区 一号に係る国会議員関係 外の政治団体 １２月１５日
分 政治団体

公職の種類 衆議院議員 該当なし 令和３年
（第一号） １２月１５日

福重隆浩後援会 国会議員関係 法第十九条の七第一項第 国会議員関係政治団体以 令和３年
政治団体の区 一号及び第二号に係る国 外の政治団体 ９月７日
分 会議員関係政治団体

公職の種類 衆議院議員 該当なし 令和３年
（第一号） ９月７日

公職の候補者 福重隆浩、衆議院議員 該当なし 令和３年
の氏名及び公 ９月７日
職の種類（第
二号）

福徳会 政治団体の名 福徳会 福重隆浩後援会 令和３年
称 １２月１０日

会計責任者の 西口香 福重隆浩 令和３年
氏名 １２月１０日

星野みきおを育てる会 代表者の氏名 星野已喜雄 國府田坦 令和３年
６月１日
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◎群馬県選挙管理委員会告示第３号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定により解散の届出のあった政治団体の名称

等は、次のとおりである。

令和４年１月２１日

群馬県選挙管理委員会委員長 宮 下 智 滿

その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解 散 年 月 日

星野みきおを育てる会 星野已喜雄 令和３年１２月２８日

柳生聡後援会 柳生聡 令和３年１２月２５日

◎群馬県選挙管理委員会告示第４号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号。以下「法」という。）第１９条第３項の規定により届出のあった

資金管理団体の異動事項は、次のとおりである。

令和４年１月２１日

群馬県選挙管理委員会委員長 宮 下 智 滿

法第１９条第３項第３号による届出

資金管理団体
資金管理団体
の届出をした 異動事項 新 旧 異動年月日

の 名 称
者 の 氏 名

萩原勝喜 萩原勝喜後援 公職の種類 衆議院議員 群馬県議会議員 令和３年
会 １２月１５日

福重隆浩 福重隆浩後援 公職の種類 衆議院議員 群馬県議会議員 令和３年
会 ９月７日

福重隆浩 福徳会 政治団体の 福徳会 福重隆浩後援会 令和３年
名称 １２月１０日

星野稔 沼田政経会 公職の種類 沼田市議会議員、沼田市 沼田市議会議員 令和３年
長 １２月４日

◎群馬県選挙管理委員会告示第５号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号。以下「法」という。）第１９条第３項の規定により資金管理団体

でなくなった旨の届出のあった資金管理団体の名称等は、次のとおりである。
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令和４年１月２１日

群馬県選挙管理委員会委員長 宮 下 智 滿

法第１９条第３項第２号による届出

資金管理団体の届出をした者の氏名 資金管理団体の名称 資金管理団体でなくなった年月日

柳生聡 柳生聡後援会 令和３年１２月２５日
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